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会議録 令和 4年 11 月 22 日(火) 場 所 3階 第 5研修室

会 議 名：第 4回総務・経済常任委員会

出席委員：平野委員長、廣瀬副委員長、手塚委員、吉田委員、安齋委員、新井田委員

相澤委員、竹田委員、又地委員

欠席委員：東出委員

会議時間 午前 9時 30 分～午前 11 時 40 分

事 務 局 片桐、福田

開 会

1 ．委員長挨拶

平野委員長 それでは、これより第 4回総務・経済常任委員会を開会いたします。

出席委員は 9名でございまして、東出委員より欠席の届出がございました。

委員会条例第 14 条の規定による委員定足数に達しておりますので、会議は成立いたしま

す。

早速ですけれども次第配付のとおり、最初の課は保健福祉課ということで、三つの調査

項目を記載しております。

現状、コロナの感染者数がまた第八波と言われておりますけれども相当数増えていて、

私の周りにも感染者、濃厚接触者が相当目立つような状況だなと。そんな中、会議を開催

するわけですが、最後まで感染対策にはしっかり注意していただいて、会議の進行をして

いきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

２．調査・報告事項

＜保健福祉課＞

１．新型コロナワクチン接種の状況について

平野委員長 それでは早速、資料についての説明を求めます。

吉田（宏）課長。

吉田（宏）保健福祉課長 それでは改めまして、おはようございます。本日は、よろしくお

願いいたします。

それでは、私のほうからまず一つ目の新型コロナワクチン接種の状況についてご説明い

たします。

1ページ目をお開き願います。

一つ目の町内における年代別接種済み回数と接種率についてですが、ここに年代ごとの

対象者数と接種回数、接種率を記載しております。

11 月 5 日からオミクロン株対応のワクチン接種がはじまったばかりですので、まだ 5 回
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目の接種人数や 59 歳以下の 4 回目の接種人数は少ない状況ですので、3 回以上接種したか

たの接種状況について、ご説明をいたします。

まず、年代別の接種率につきましては、こちらの記載のとおり 60 代、70 代、80 代で、

いずれも 90 ％を超えている状況です。

また、その他の年代でも、10 代以下を除くと、いずれも 80 ％台となっております。

若年層の接種率が低いといわれている中で、当町においては、20 代で 3 回以上接種した

かたの割合が 82.29 ％、10 代では 73.58 ％となっております。

本日、追加で配付させていただきました北海道の年齢階級別接種率の資料の 3 回目の欄

をご覧いただければと思いますが、こちらのほうにある資料のとおり、全道の接種率が 20

代で 55.7 ％、12 歳から 19 歳では 43.6 ％となっておりまして、当町の接種率は全道の接

種率を大きく上回っている状況となっております。

次に、二つ目のオミクロン株対応ワクチンについてですが、まず一つ目の接種日程につ

いてですが、記載のとおり国保病院が土日の 4 日間、おおえ内科が平日午後の 22 日間とな

っております。

今回の接種では、国保病院が 11 月、おおえ内科が 12 月から 1 月までと接種期間が約 2

か月間となっているほか、おおえ内科でははじめて今回、金曜日に夜 6 時半まで延長して

接種を行うこととなっております。

接種の申込状況についてですけれども、国保病院が 1,323 人、おおえ内科さんが 1,160

人で、合計 2,483 人となっております。

このほかに、グループホーム杉の木の入居者の接種が 11 月で、特養いさりびの入所者と

職員の接種が 12 月に予定されております。

説明は以上となっております。よろしくお願いいたします。

平野委員長 それでは、1 項目目のコロナワクチン接種の状況について説明をいただきま

したので、質疑があればお受けいたします。

新井田委員。

新井田委員 おはようございます。

いま、担当課のほうから接種についての状況についての説明をいただきました。非常に

この 1 の部分に関しては、年代別接種済回数と接種率についての状況も大変良い結果とい

うことで、ご報告を受けました。おそらく町民の皆さんのそういう接種に対する意識も大

変高いんだろうという認識はしていますけれども、担当課としてこの結果を踏まえた中で

どういうＰＲ、接種のための行動をされたのか、その辺ちょっと参考までにお聞かせくだ

さい。

平野委員長 吉田（宏）課長。

吉田（宏）保健福祉課長 まず、このワクチン接種が昨年の 5 月ですか開始した際に、まず

取り組みとしてどのように取り組んでいけば接種希望者がより皆さん全員が接種できるか

というようなことと、あと予約の仕方がどのようにすれば効率的に利用者のかたが申し込

みしやすい状況になるかということでその辺を考えた上で、当町においてはまずは申し込

みについては、事前に電話で申し込むとなると電話の回線がパンクするとかっていうよう

なことも聞いておりましたので、こちらのほうとしましてはまずはハガキで申し込みをい

ただいて、それで日程の指定をさせていただくと。その結果、その日時が都合が悪ければ
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変更の連絡をいただくというような形にしまして、それとあとは利用しやすい体制という

ことで、送迎バスだけではなくて送迎バスが自宅のあたりを通らないかたについては、自

宅まで送迎するというような取り組みも行った上で、接種希望するかたが皆さん接種でき

るような体制ということで、その辺を心がけた上でこのような結果になったのかなという

ふうに思っております。以上です。

平野委員長 新井田委員。

新井田委員 いま接種率アップのためにいろんな施策をもって対応したということで、大

変ご苦労様というような思いでおります。

非常にこの間もちょっと聞いたんですけれども、例えば接種日がきてて、都合によって

来られないというようなかたのためのそういう手当ても電話等の確認とかそういう部分も

されているみたいです。課長自ら電話をされていろいろ聞いた中で、対象者にいろんな配

慮をされているということも聞いております。ですから、そういう部分が非常にきめ細か

い対応の中で、こういう成果が出たのかなとそんなふうに感じております。

ですから、また今後まだまだどうなるかわかりませんけれども、非常にそういう危機感

を持ちながら対応していただければなとそんなふうに思っております。希望としてこれで

終わります。

平野委員長 ほか。

安齋委員。

安齋委員 安齋です。

1 ページの表なんですけれども、年代別接種済回数というところの表の見方がちょっと

わかりませんので、説明をお願いしたいと思います。

平野委員長 吉田（宏）課長。

吉田（宏）保健福祉課長 この接種回数につきまして、ちょっと私のほうもあとか見づらか

ったかなと思って反省をしているところです。

これは、それぞれ年齢の年代ごとです。80 歳から 89 歳とか書いているこの年代ごとに

接種している回数を載せております。ですから、年代別の接種率での比較については、何

回以上ってなっていますけれども、こちらはちょっと単純に回数っていうことで、わかり

づらかったかなというふうに反省しております。

したがって、4 回以上接種しているかたについては、この 4 回と 5 回を足した回数が 4

回以上、あるいは 3 回以上のかたは、3 回・4 回・5 回を足した数字が 3 回以上の接種回数

っていうふうなそのような見方になります。以上です。

平野委員長 暫時、休憩をいたします。

休憩 午前 9時 39 分

再開 午前 9時 41 分

平野委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

ほか。

吉田委員。

吉田委員 おはようございます。
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コロナの接種のやつはだいたい良い成績となっているんですけれども、いま私達も 11 月

の 27 日でしたか受けるんですけれども、その時の案内が来た時に、もうその頃ってあまり

町内もあまりコロナって感じがなくて、もうやめようかなという人達がいたんですよね。

それで、申し込まなかったっていう人が結構いて、いまこうなってきて町内も結構出て

きて、これ受けたほうがいいかなっていう人達にどういうふうな対応、いままでハガキっ

て言っていましたけれども、その時の電話連絡で受けたいんですけれどもっていうことで

いいのかどうなのか。そこら辺いま病院の接種の状況もあるので、そこら辺説明をお願い

します。

平野委員長 吉田（宏）課長。

吉田（宏）保健福祉課長 いま申し込みされていないかたの対応ということなんですけれど

も、実際にはハガキの申し込みは受け付けの期限ということでは締め切ってはいるんです

けれども、実際のところはいま現在もまだハガキが毎日何枚かずつ届いているような状況

で、その方々は予約にいれていますし、それ以外にも電話で申し込みできないでしょうか

っていうかたがいらっしゃれば、その方々も随時受け付けして、名簿っていうか受け付け

のほうに足しています。そのような状況で、いま申し込みしたからといって受けられない

状況ではなく、いま予約いれられる範囲内で必ず接種できるように、希望者は全て接種で

きるような対応をしております。

平野委員長 ほか。

竹田委員。

竹田委員 全道より木古内町は接種率が良いっていうことで、大変良い傾向だなと思って

います。ただ、接種と接種率の罹患率っていうか感染の状況が例えば接種することによっ

て、感染率が減ってきているのか、それとも感染しても症状というか軽度で済んでいるっ

ていう部分なのか、その辺まで踏み込んだ調査っていうんですか分析をしているのかどう

なのか。私はやはりこれなぜこういう質問をするかと言うと、このコロナはここ数年お付

き合いしなきゃならないだろうっていう思いの中で、そういうところまで踏み込んでいか

ないとただ接種率だけが木古内町はいいって言っても、どんどん感染者が出ているようで

あれば、はたしてその効果っていうのはどうなのかっていう。ワクチンを接種したから罹

患しないっていうことではないと思うんですけれども、その辺の症状含めてそういうとこ

ろまで踏み込んだ調査をしているかどうかまず。

平野委員長 吉田（宏）課長。

吉田（宏）保健福祉課長 ただいまのご質問についてですけれども、このコロナのワクチン

を接種することによって、感染する確率とあるいは発症する確率、あと重症化、それぞれ

の予防ということにはなっておりますけれども、実際に罹患率とかそういった部分での調

査って言いますか分析って言いますかそのような部分については、実際には保健福祉課の

ほうにも感染者が何人とかって情報も入ってきませんので、そこら辺の分析等は行うこと

はできていないっていうことですし、そういうことが情報が入ってきたとしてもその内容

までこちらのほうで判断するのは困難かなというふうに考えます。

平野委員長 竹田委員。

竹田委員 これは、以前から町にはそういう情報が入ってこないっていう。これ副町長、

例えば首長クラスの全道のそういう会議だとかこの種のものの打合せがある時に、やはり
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いま言ったようなことも配慮しなければ町としてもやはり対策だとか取り組みっていうの

は、本当にただ国から言われているワクチンの接種やるべきだって言って、ただやってい

るっていうかそれだけではなくて、根本的な部分をやはりどこかできちんと整理しなきゃ

ならないと思うんですね。だから、その辺はもう少しやはり個人情報もあるでしょうけれ

ども、町としてもやはり取り組みするためにはぜひ必要だっていうようなことを訴えてい

ってほしいなと。そして、やはり課との連携を取るようにしなければならないのかなって

いうふうに思うんですけれども、できるかできないかはわからないんですけれども、その

辺の要望もしていただきたいなっていうふうに思います。

平野委員長 私、逆に例えば木古内町のわずかな人数の中で、その情報データを作ったっ

て限られた少人数の中のデータよりは、これはやはり全国規模でやっている中のデータを

入ってくるのであれば、それをしっかりそういう例えば竹田委員言うような何回接種した

人が何パーセントがかかっているだとか、回数多く受ければ死亡率が減るだとか、そうい

うデータって当然いま受けられない状況なんですよね。だから、その辺は町でどう取り組

むってことはもう不可能でしょうし、要望をはたしてするのが適切なのかって言ったら。

暫時、休憩をいたします。

休憩 午前 9時 48 分

再開 午前 9時 48 分

平野委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

又地委員。

又地委員 まず一つは町の姿勢っていうか考え方、それはとにかくワクチンを極力、町民

全員に打ってほしいと基本はそうなんですよね。ただ、打ちたくない人も中にもいるかも

わからない。それは、仕方ないこと。そういうことを考えるとまず町自体の姿勢はどうな

のかと。いまいろいろ課長から聞いてわかったんだけれども、竹田委員が言っていたよう

に、全国的にどうのこうのっていうことよりも、我が町の現状はどうなんだろうと。これ

は、担当課と病院サイドと連携して調査すると簡単に出てくる。例えば、こういうことな

んです。1回・2回・3 回・4回・5 回、出てきた。だけれども、コロナに感染しておりま

すと。そうしたら、その感染したかたは何回打ったんだろうかとか、そういう調査をする

べきでないのかな。そうすると、全国平均云々よりも我が町の現状としてはこうだという

部分がわかるんじゃないかなと私はそう思うんです。そういうことをあれして例えば 3回

より打っていない人が感染者が多いと。そうしたら、その資料として 4回目・5回目、例

えば打った人の感染率は低いと。だから、皆さん打ちましょうという町自体の方針と直結

するんじゃないかと私は思うんです。これ課長あれなんですか、病院との連携というのは

できますよねこれ。

平野委員長 暫時、休憩をいたします。

休憩 午前 9時 51 分

再開 午前 10 時 00 分
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平野委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

ほか。

吉田委員。

吉田委員 きのうテレビを見ていてコロナもそうなんですけれども、いまインフルエンザ

Ｂ型フルコロナの話になっていますよね。病院に聞いたら過去に 2年間、コロナの関係で

マスクしてみんなやって、患者さんがゼロでしたっていう話を聞いていたんですよ。そう

したら、その 2年間でインフルエンザに対するあれがなくて、今回爆発しそうなきのうの

テレビで出ていたんですよ。それで、インフルエンザのやつもＢ型なんですよ。それもも

うはっきり出ていると。そして死亡率が 3.2 倍だったかな、重症化率が 4.何倍になるって

いう話なんですよ。こういうことを考えればコロナもそうなんですけれども、インフルエ

ンザの予防接種の呼びかけ、これすごい大事だなと思うんですが、その辺担当課もいまま

でどおりやっていくのか、やはりそういうデータをきちんと出してやるのか、それは国と

の調整の仕方。これフルコロナっていう言葉がきのうニュースでたまたま聞いたので、そ

こら辺の考え方ちょっと、いまちょうどインフルエンザの時期になりますので、そこら辺

の対応の仕方をちょっとあったらお願いします。

平野委員長 吉田（宏）課長。

吉田（宏）保健福祉課長 私もいまこの情報、きのうのそういうニュースとか聞いてなくて

はじめて伺ったところで、確かにこの 2年間がインフルエンザの感染がほぼ広がらなかっ

たということで、ことし爆発するんじゃないかということでのマスコミの報道は私も見て

おりましたし、いまおっしゃられたように死亡率あるいは重症化率が高いということであ

れば、それはインフルの予防接種も大変重要なことだと思います。

町としましてはこれまでもそうですし、いま現在高齢者のインフルエンザの予防接種に

ついては、11 月から実施しておりまして、1人 1,000 円の負担っていうことで行っており

ます。あと、18 歳までにつきましては、高校の 3年生までの年代につきましては、無償で

接種のほうを行っているところです。その部分につきましては、これからも推進していく

ということで、ちょっといま急なあれだったので、今後また状況に応じてなにか対応を検

討していきたいなと思います。

平野委員長 ほか。

廣瀬副委員長。

廣瀬副委員長 私のほうから確認だけなんですけれども、いま吉田（宏）課長をはじめ、

皆さんの努力で接種率が向上しているということは確認いたしました。

そこで、皆さんの報道等でわかっていると思うんですけれども、11 月の 5日に 42 歳の

女性のかたがアナフィラキシー症候群で急死したと。当然、当町も危機管理に対しては万

全を期してやっていると思うんですけれども、新たにちょっとその辺教えてもらえないで

しょうか。

平野委員長 吉田（宏）課長。

吉田（宏）保健福祉課長 町内では先ほども言いましたように、二つの医療機関で接種を行

っているところですけれども、それぞれ医療機関に対しましてアナフィラキシーショック

の対応については、十分気を付けてということで、以前からアドレナリンの準備だとかは

きちんと行っていただくように言っておりますので、そちらのほうは心配ないかなという
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ふうに思っております。以上です。

平野委員長 ほか。

暫時、休憩をいたします。

休憩 午前 10 時 04 分

再開 午前 10 時 06 分

２．新規事業の取り組みについて

平野委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

ほかないようですので、次の項目に入りたいと思います。

新規事業の取り組みについて、説明を求めます。

吉田（宏）課長。

吉田（宏）保健福祉課長 それでは、2ページ目をお開き願います。

新規事業の取り組みについて、ご説明いたします。

まず一つ目の心房細動モニタリング事業についてです。

事業内容としましては、専用のウェアラブル端末、バイタルトラッカーを用いて 2週間

のモニタリングを実施し、取得したバイタルデータをＡＩ解析することにより心房細動の

リスクを評価し、心房細動の予備軍を早期に発見して、医療機関の受診や治療を促すこと

によって、町民の健康寿命の延伸と介護予防を図るというところです。

対象者については 40 歳以上の町民で、包括連携事業者としましては、国立大学法人東京

医科歯科大学とＴＤＫ株式会社、株式会社タザワと 3者と連携して事業を推進してまいり

ます。

これまでの経過としましては、まず 4月の頭に株式会社タザワの担当者と最初の打ち合

わせを行っております。

その後、4月 27 日には、東京医科歯科大学の循環制御内科学笹野教授とＴＤＫ株式会社

の担当のかた 3名で、株式会社タザワの不破代表、そして当町からは町長と私ということ

で、それぞれでこの事業に連携する 4者間での打ち合わせを行っております。

6月に入って 6月 1日に、国保病院と協議を行っておりまして、21 日には先ほど説明し

ました連携する 3者と国保病院とで打ち合わせを行っております。

その後、8月と 11 月で 3日間、担当者間での打ち合わせを行っております。11 月の打合

せの際には、各種帳票や事務フローの確認、修正などを行うとともに、実際にウェアラブ

ル端末を試験的に着用して、不具合や問題点などがないかどうか、確認を行っているとこ

ろです。

なお、東京医科歯科大学のほうの大学内での手続きや準備等に時間を要しておりまして、

現在のところまだ契約や包括連携協定の締結には至っていない状況となっております。

今後の予定としましては、東京医科歯科大学の確認作業等が終わり、準備が整い次第、1

2 月末までには 4者間の契約と包括連携協定を締結。その後、2月頃までモニターによる事

業試行、それから 3月にかけて試行結果等により運用の方法の評価とか改善を行うことと

しております。
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ここに記載しておりませんけれども、この事業を実施するにあたりまして、東京医科歯

科大学において、4者間契約締結後に倫理審査委員会というところでの承認が必要となる

ということで、こちらのほうも終わってからの正式な事業実施ということになる予定です。

以上で説明を終わります。

次に、安心見守りサービス事業について、ご説明いたします。

事業内容につきましては、ひとり暮らし世帯の町民に対して、センサー付き見守り機器

を貸与して、急病や災害等による孤独死の予防を図るというものです。

対象者につきましては、町内の 70 歳以上の 1人暮らし世帯及び身体障害者手帳 1級・2

級の交付を受けているかたです。

これまでの経過としましては、6月 1 日付でヤマト運輸株式会社函館主管支店と賃貸借

契約を締結しております。

次に、周知方法としましては、町の 7月号と 9 月号の 2 回にわたり掲載、あと 7月より

ＵＨＢの地デジ広報への掲載、あわせて町のホームページのほうにも掲載を行っていると

ころです。

関係機関につきましては、4月と 7 月に地域ケア会議において、医療・介護・福祉の関

係者へ事業の説明及び周知を行っております。

11 月と書いていますけれども、訂正願います。

はつらつ演芸会の参加者への周知については、10 月に資料を配付しまして、説明をする

時間を設けて説明を行っております。

また、今月に入って第 2回の民生委員協議会において、民生委員の皆様にこの事業につ

いて周知をさせていただいております。

現在の医療登録の状況ですけれども、8月に 1名の申し込み、9月に 3名の申し込みとい

うことで、計 4名のかたが利用登録をされております。

なお、幸いなことにこれまでに異常等によるメールの通知は一度も入っていない状況で

す。

説明は、以上となります。

平野委員長 新規事業の取り組みについてということで、2点の新規事業について説明い

ただきました。

質疑をお受けいたします。

新井田委員。

新井田委員 いまの説明に対する何点かお聞きをしたいと思います。

まず、思うに 1の心房細動モニタリング事業ということで、縷々説明いただいたんだけ

れども、非常にわかりづらい。特にやはりウェアラブル端末だとか、バイタルトラッカー

だとかなんとかっていう横文字がこれやはり注釈してもらわないと言葉でパパッと流され

ても全く理解できない。要は心臓に対するなにかを手当てをするっていうことなんでしょ

う。だから、そういう部分がピンと入ってこないんですよ、我々素人だから。だから、そ

ういう部分に関してはちょっと申し訳ないんだけれども、今後やはりこういうことがあっ

たらちょっと注釈をいれていただいて、みんながわかるように対応をしていただければと

思います。非常に良い事業だとは思うんです。だから、やはり説明を受けてピンと入って

こないとなかなか「んっ」と思うだけで、ちょっと入りづらいんですよね。その辺ちょっ
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と申し訳ないんですけれども、今後やはりそういう部分があったら注釈をいれてもらって、

もう少し詳しい説明をいただければと思います。これ要望としておきます。

あと 2の安心見守りサービス事業ということで、中身はそのとおりだと思いますし、非

常に良い事業展開になるんじゃないかなとそんな期待感も当然ありますし、ぜひ成果がさ

らに出るように頑張っていただきたいと思います。以上です。

平野委員長 新井田委員、これ予算委員会の時に一応話を説明をいただいて、その時も同

じようなわかりづらいっていうことで、カタログみたいなのも後ほど添付していただいた

経緯があるんですけれども、いずれにしてもここの資料にもう少しあれしてほしかったっ

ていうのは受けていただきたいなと思いますけれども。

吉田（宏）課長。

吉田（宏）保健福祉課長 先ほど説明しましたように現在、デモ機を職員が着用して不具合

等ないかどうかっていうのでいま行っているところで、こちらが実際の腕にはめるウェア

ラブル端末になっています。

平野委員長 ほか。

又地委員。

又地委員 3 番の包括連携事業者、町のほかに三つあるんだけれども、この 3者の役割は

なんなのかそれを教えてください。

平野委員長 吉田（宏）課長。

吉田（宏）保健福祉課長 まず東京医科歯科大学につきましては、こちらのシステムです。

いまの端末からバイタルの情報が集積されたものを東京医科歯科大学の教授がそのかた

がＡＩで解析した結果を見て、それでそのかたが心房細動のこの人は可能性があると予備

軍であると。あるいは、この人は問題ないですよっていう判断をするかたが東京医科歯科

大学が判断をするということになっております。このシステムを開発したのがＴＤＫ株式

会社さんで、東京医科歯科大学と連携してこのシステムの開発をしているっていうことで、

関わってくるということになります。株式会社タザワさんについては、事業の元々の契約

先になりますので、そちらを通じて 4者で連携してという形になっています。事務的な部

分の手続きだとか、あるいは連携するソフトの開発をタザワさんが行っておりまして、あ

とは事務的な作業だとかの進みについては、タザワさんと連携して行っているところです。

平野委員長 ほか。

竹田委員。

竹田委員 まず、2点目の安心見守りの部分なんだけれども、現時点では 4件。ことしの

当初で約 40 万くらいの予算計上、この端末っていうか装置が例えば 1個あたりどのくらい

するのかっていう部分と、ことしの当初の予算の中で 40 万計上した目標数値っていうのは、

何件なのかっていうのをちょっと確認したいなと思っています。

それから、1番目の心房細動の部分ですけれども、40 歳以上全員やるっていうことなの

か、それともこれからこれは当初予算では計上していないですよね、予算は。どのくらい

の費用がかかるのか、例えばいまのこの端末っていうか。

平野委員長 竹田委員、先ほども申しましたけれども、予算委員会でその説明詳しくされ

ているんです。

竹田委員。
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竹田委員 いま細かい部分でなくて、これから例えば予算計上するとかなんとかっていう

話もなにも出ていないでしょう。

平野委員長 そもそも予算計上されているんです。ことしの予算で計上されているものな

んです。ですので、二つ目の質問は削除で、一つ目の質問だけお答えいただけますか。

吉田（宏）課長。

吉田（宏）保健福祉課長 まず、1個あたりの単価と言いますか 1件あたり 1か月、1,078 円

でそれの 30 個分です。それの 12 か月ということで、予算のほうを計上しております。

以上です。

平野委員長 暫時、休憩をいたします。

休憩 午前 10 時 20 分

再開 午前 10 時 22 分

平野委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

ほか。

そもそもなんですけれども、予算委員会に計上され、その中でも様々な質疑ありました

けれども、予算とおりましたと。この 11 月までに実際提携が進んでいないっていうのはど

のような事情があって、どうもこの経過を見ても 11 月 15・16 日に常任委員会があるから

慌てて打合せしたかのようにも正直感じます。2番目にしても予算計上に対し、実際 4件

しかいっていないと。残り 3か月で当初予算の目標値に達するのかって言ったら、無理な

状況ですよ。それは、担当課としてどのような取り組みがされて、実際ここまでの数字に

しかなっていないのかっていうのは、ちょっと疑問を感ずるところです。その辺どうでし

ょうか。

吉田（宏）課長。

吉田（宏）保健福祉課長 まず、心房細動のモニタリング事業のほうにつきましては、これ

は自治体で取り組むのがはじめてということで、システムの構築を並行して行いながら実

施しているということで、当初担当課としてもここまで時間がかかるとは思っていなかっ

たんですけれども、システムの構築あるいは大学側のほうが大学内での手続き等に非常に

時間がかかるというようなことで、なかなか事業が進んでいかないという状況になってい

ます。それで、先行して資料だとかあるいはいまの今回の回したようなデモ機による実験

と言いますかの部分ははじまったんですけれども、結局最終的に大学のほうの倫理審査委

員会というところがとおらなければ、正式な事業開始ができないという形になります。

これは、大学の研究も兼ねての協力ということになっていますので、そちらのほうが承

認がされなければ実際の事業の開始はできないというようないまそのような状況となって

おります。

それと、安心見守りサービスにつきましては、周知については先ほども説明しましたよ

うに広報で 2回、あるいは町のホームページとはつらつ演芸会等で説明をしておりますけ

れども、なかなか利用が拡大されていないということで、こちらにつきましては実際の対

象者本人というよりは、本人はあまり必要としないとかっていうふうに考えているのかも

しれないということで、いま逆に家族のかたに周知を行って、利用の拡大につなげていき
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たいというふうにいま検討を行っているところです。以上です。

平野委員長 1 番のそもそも予算に計上した段階で、自治体で初っていうのは予算委員会

の時もお話聞きましたけれども、じゃあしっかり予算が決まったらすぐ取り組めるんだと

思っていたんですけれども、事前の準備不足と言いますかそのように提携だったり承認し

てもらわなきゃならないっていうのは、事前にわからなかったんですか。そこ準備不足で

の予算計上と言わざるを得ないんですけれども、どうでしょうか。

副町長。

羽沢副町長 この予算計上した段階では、いま課長から説明があったとおり、東京医科歯

科大学の教授が「できますよ」ということで、事業を進めたものなんです。ですから、我

々としては大学側がもう整っているものということで、予算計上して新年度実施というす

ぐにでも着手という考えを持っていたんですが、教授の意向とは別に大学のいまおっしゃ

った倫理委員会ですとか、契約書一つ内容の手続き、文言等含めての確認等にものすごい

時間を要していまして、それでこのような状況になっているということでご理解ください。

いまは課長が言ったように、手の付けられる部分これもちょっと正直もっと前倒しでで

きた部分はありましたけれども、実際遅くはなっておりますが、できることはまずはいま

は進めているという状況です。以上でございます。

平野委員長 相手側が整っていなかったっていうことなんですね。わかりました。

（「休憩」と呼ぶ声あり）

暫時、休憩をいたします。

休憩 午前 10 時 27 分

再開 午前 10 時 28 分

平野委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

ほか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

２．高齢者ニーズ調査の内容と実態について

平野委員長 なければ、次の高齢者ニーズ調査の内容と実態について説明を求めます。

吉田（宏）課長。

吉田（宏）保健福祉課長 それでは、3ページをお開き願います。

高齢者ニーズ調査の内容と実態について、ご説明をいたします。

事業内容としましては、介護や介護予防の必要性、地域の課題やニーズを把握するため

に実施し、調査結果を集積及び分析することにより、今後の町の高齢者保健福祉施策に反

映させると同時に、第 9期の老人福祉計画・介護保険事業計画を作成する際の基礎資料と

するものです。

対象者についてですが、要介護認定の 1から 5 を受けていない 65 歳以上の者かたとしま

して、長期入院患者とそこに記載のかたは除くということにしております。

これまでの経過としましては、現在までの進捗状況ということで、5月にニーズ調査票
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の内容について検討を開始し、調査内容につきましては、国から示された標準項目と町独

自の調査内容を加えることができるため、過去の内容及び現在必要と思われる調査事項に

ついて検討をしております。

同月、地域ケア会議におきまして、医療介護福祉の専門職に対して具体的に説明し、町

独自の調査項目について、追加などの内容について検討をいただいております。

8月に国からニーズ調査の指針が出されまして、対象者名簿の作成及び生活体制整備事

業を委託をしている社会福祉協議会と打ち合わせをして、役割分担と今後のスケジュール

を決定しております。

同月、ニーズ調査項目を確定しております。調査票の内容につきましては、資料 1に記

載のとおりです。資料の説明は省かせていただきます。

9月の下旬には、調査票の発送作業を行い、10 月末をめどに回収を行っております。

調査集計・分析業務の委託事業者は見積合わせにより、株式会社サーベイリサーチセン

ター北海道事務所に決定し、10 月 24 日に契約を締結しております。

11 月 16 日、委託事業者と第 1回ニーズ調査業務打ち合わせを実施し、今後のスケジュ

ール等の確認を行ったところです。

次に、現在のニーズ調査の取りまとめ状況についてですが、対象者 1,605 名のうち、1,0

66 名の有効回答があり、回答率は 66.4 ％と前回と同様の回収率となっております。

今後の予定につきましては、記載のスケジュールで進めることとしており、3月中には

調査結果の取りまとめ及び報告書が委託事業者から提出される予定となっております。

説明は以上です。

平野委員長 今回、本当はニーズ調査の結果が出ていればということで調査内容にいれた

んですけれども、このスケジュールのとおり、結果が出るのは今後ということで、ただど

のようなニーズ調査しているのかという内容を皆さんに把握してもらうためにも一応添付

資料付けていただいたんですけれども、この中でも多くのかたが対象で調査されたかたも

いると思うんですけれども、皆さんで共有しましょうということで調査項目にいれさせて

いただきました。

質疑、ありますか。

竹田委員。

竹田委員 課長、今回の調査項目、前回と違った新たに例えば項目付け加えた部分ってい

うのは、どことどこっていうのをもしわかればちょっと教えてほしいんです。

平野委員長 西村主査。

西村主査 調査項目の追加の部分になります。

今回、町独自ということで、前回平成 31 年度に実施しているんですけれども、その際は

町独自ということで 11 項目の町独自の項目を作りました。今回に関しましては、19 項目

ということで、前回より 8 項目増やしています。その 8 項目につきまして説明をしていき

たいと思います。

まず、資料 1の調査票の 5ページです。

問 4 番の中にあります、（3）車を運転しているかたは何歳くらいで運転をやめたいと考

えていますかという部分の調査項目が新たに町独自ということで、追加しております。

続きまして 8 ページ、問 7 の（8）、同じく（9）、（10）、問 8 につきましては国のほうの
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項目で、新たに前回から増えたというところで、問 8のほうは 1番、2番付いております。

それから 10 ページ、問 13 の（1）、（2）、同じく 11 ページの問 14、問 15、問 16 という

のを新たに追加しています。

平野委員長 9 項目、前回よりも増えているということですので、竹田委員よろしいです

か。

ほか。

安齋委員。

安齋委員 いま説明ありました例えば問 4 の 3、この中で「やめたいと考えていますか」

って、やめるつもりはないとかっていう人もいると思うんですけれども、特別書いていな

いということもあります。

それから 8 ページの（9）交通手段について、この中に病院の送迎バスっていうのがあり

ませんが、結構こっちまで来ているので、これも必要なんじゃないかなっていうふうに思

います。

それから 10 ページの 13、（2）「避難所まで 1 人で行けますか」、「はい」「いいえ」しか

ないんですけれども、たぶん「わからない」っていう答えも出てくると思うので、そこら

辺はちょっと検討していただいたほうがいいのかなというふうに感じましたのでお話しま

した。

平野委員長 より町民の回答がもしかしてもっと可能性があるんじゃないかっていうこと

を今回はもう結果待ちなので、次回からはそれ反映をさらにしていただきたいという意見

ですので。

西村主査。

西村主査 いまいただきましたご意見を踏まえまして、次回の際にはよりわかりやすく皆

さんに回答いただけるような状況で作成したいと思います。

平野委員長 ほかないようですので、このニーズ調査は先ほども言いましたけれども、結

果が出たあとどのような回答があったのかっていうのを引き続き、次年度なのか調査して

いければなと思いますので、よろしくお願いいたします。

以上をもちまして、保健福祉課の調査項目を終えたいと思います。

お疲れ様でした。

10 分間、休憩いたします。

休憩 午前 10 時 37 分

再開 午前 10 時 47 分

＜産業経済課＞

１．きこない大産業魅力フェアの開催結果について

２．地域おこし協力隊（新規漁業者）の採用について

平野委員長 それでは、休憩を解き、会議を再開いたします。

続いて、産業経済課でこちらも 3 項目の調査項目を記載しております。これも一つずつ

いきたいと思いますので、まずはきこない大産業魅力フェアの開催結果について、羽沢副
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町長に説明を求めます。

副町長。

羽沢副町長 委員長すみません、2 番の地域おこし協力隊新規漁業者の採用を一番先に紹

介させていただければと思うんですが、よろしいですか。

平野委員長 お願いします。

副町長。

羽沢副町長 それでは、資料 2 番の地域おこし協力隊（新規漁業者）の採用についてをご

覧ください。

採用者、お名前が菊池章太と言います。札幌市から転入してまいります。年は 36 歳、採

用年月日につきましては、きのう採用となっております。きょうが 2 日目の勤務となって

おります。

今後の活動は、札苅の西山 勉さんに指示しまして、様々なここに記載のとおり、ワカ

メ、コンブの種付け、サクラマスの餌やりなど漁業をしっかりと今後習得していただくと

いうことになっております。

この場を借りて、本人から挨拶の時間をいただければと思うのですが、よろしいですか。

平野委員長 暫時、休憩をいたします。

休憩 午前 10 時 49 分

再開 午前 10 時 50 分

平野委員長 それでは、休憩を解き、会議を再開いたします。

ただいま自己紹介もいただきました、菊池さんというかたがおこし協力隊に採用された

という説明をいただきましたが、質疑ございますか。

竹田委員。

竹田委員 せっかく若い男性が体格も良いし、すごくやはり期待をするところです。ただ

やはり過去もこの種の新規就農については、苦い経験もしているわけですから、町長が水

産元年っていうようなことで打ち出した水産振興ですから、これやはり町でも最大の例え

ば支援、バックアップをするように、いつの間にかいなくなったっていうことのないよう

に一つしっかり取り組んでいただきたいということを要望しておきます。

平野委員長 又地委員。

又地委員 今後の活動の中で、サクラマスの餌やりもあるんですよね。サクラマスの初年

度は、漁師さん方がやっていたということで、そうすると人件費の部分は今回の菊池さん

にもいかさることになると思うんです。予算は確か前年度 150 万だったはずだ、餌やりの。

そうすると去年餌やりでやっていた浜の漁師さんとの話し合いっていうか、たぶん去年

は 2 人でやっていたから 150 万の人件費が 2 人で 75 万ずつと簡単に言えば。今回、菊池さ

んにも餌やりをお願いするという形になるわけだけれども、去年の漁師さん方との話し合

いっていうかそういうのもちゃんと付けているのかなという心配もあります。

あとは、やはり住居だとかあるいは報酬だ。どうもやはり前回のように説明したほうが

いいんじゃないのかなとそう思うんですよ。その辺ちょっと教えてください。

平野委員長 大高主査。
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大高主査 ただいまのご質問に関してなんですけれども、まず人件費についてになります。

人件費についてですが、今回菊池さんのほうには町から給与が出ておりますので、その

ほかにサクラマスにつきましては、上磯郡漁協と北海道との業務委託でございますので、

あくまで餌やりをするのは釜谷の地元の漁師さんになりまして、そこにお手伝いをしに行

かせていただくということで、菊池さん 1 人でやるわけではございませんので、人件費は

業務委託からではなく、うちの給与の研修の中でというふうに考えております。

また、住居についてなんですけれども、いままだ迷っていらっしゃいまして、今週も住

居のほうを見て歩いている途中でございまして、近日中には決まる予定になっております

けれども、アパートですとだいたいいま空いているアパートが前回のかたと同様、固有名

詞出していいかわからないんですけれども、大森アパートさんですとかその辺がいま空い

ているということですので、まだ見学後決めたいというふうに思っております。

給与についてなんですけれども、基本給は 17 万 7,000 円になります。そこから、携帯代

と車の借上料という形で、それぞれ 1 万円ずつを支出いたします。加えて、2 年前の予算

委員会の時にお話になりまして、一応そのほかに特別手当として、漁業手当という形で 3

万円を支給したいというふうに思っております。あわせた金額が給与額というふうになっ

ています。このほかに住居手当、約家賃の半額程度の住居手当も支給されるという形にな

っております。以上です。

平野委員長 ほか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

平野委員長 なければ続いて、戻って 1 番の大産業魅力フェアの開催結果についてに戻り

たいと思います。

副町長。

羽沢副町長 それでは、資料の 1 番.きこない大産業魅力フェアの開催結果について、ご説

明いたします。

開催日は、この 11 月 3 日 9 時半から 15 時の日時ということで、議長をはじめ議員の皆

様方の来場のもと盛大に開催をしております。

場所は、木古内町ファミリースポーツセンター内ということで、はじめて実施したとこ

ろでございます。

出店者は記載のとおりで来場者、正確なカウントはしておりませんが、公式発表として

約 2,500 人というふうにカウントをしてございます。

次に（2）番です。

道の駅とスポーツセンターを会場にスタンプラリーを開催いたしまして、大抽選会を行

っております。応募者は全部で 515 名、内訳は記載のとおりで、当選者Ａコース・Ｂコー

スということで、Ａコースは道の駅とスポーツセンターの両方スタンプを押されたかた、

Ｂコースはいずれか一方でのスタンプでの応募という形になってございます。

（3）の課題でございます。

まずは、はこだて和牛です。これも開場オープン前から時間前から、相当長蛇の列がも

う雨の中並んでいただきまして、時間も早めて実際若干ですけれども早めて、入場してい

ただいたんですが 1 時間ぐらいで完売になってしまったというところで、1 人五つまでと

いう制限も設けた中で行っておりましたので、この辺が課題だったのかなと。
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それとステージイベントです。これも吹奏楽にも出演というものを考えていたんですが、

日程の都合上できなくて、このたびはよさこいとダンススタジオのダンスが行われたと。

また出店者、出店の数を増やしていかなければというこの 3 点が課題というふうに捉え

てございます。

これらを踏まえて今後、12 月に出店者を参集、集まっていただきまして意見交換をした

中で、次年度さらなるフェアをバージョンアップした形で開催していきたいというふうに

考えております。説明は以上です。よろしくお願いいたします。

平野委員長 質疑をお受けいたします。

廣瀬副委員長。

廣瀬副委員長 この時期はいつも雨に泣かされて中止だったり大変な思いなんだけれども、

今回はファミリースポーツセンターの中で開催と。マットを敷くのが大変苦労されたと思

うんですけれども、私もその中参加というか会場に訪れて、結構盛況な感じはしました。

ただ、いま説明あったようにはこだて和牛がすぐなくなっちゃったと。はこだて和牛が

ある時は、もう結構な人数でにぎわっていたんだけれども、なくなっちゃってスッと人が

引けてしまったという状況があったもので、その人をなんとか滞留させるためにやはり出

店する人、出店するブースがちょっと少なかったのかなっていう思いもあります。それは、

たぶん時間のない中進めていたという理由もあるとは思うんですけれども、ぜひ今後課題

等協議するってあるんですけれども、来年に向けてもうちょっと早めの準備等を行って、

出店者を増やして少しでも滞留してもらうという努力を皆さんと協議してもらいたいなと

そこは思っております。

ちょっと 1 点だけ聞きたかったのがやはりあれだけのマットを敷くかなりの労力が必要

だとは思うんです。もしこれを外部委託とかした場合の試算とかそういうのってしたこと

ってあるんですか。

平野委員長 副町長。

羽沢副町長 アウトソーシング、外部委託の試算というものはしておりません。

平野委員長 ほか。

新井田委員。

新井田委員 いま廣瀬副委員長とかぶる部分あるんですけれども、この 3 番目の課題につ

いてなんだけれども、この会場設営の中では冒頭ちょっとあれなんだけれども、ほぼほぼ

町職員が先頭になってきっと商工会だとかいろんなかたも含めてそうなんだけれども、大

変立派な会場づくりをしていただいた私も参加させていただいて、非常に快適をもって参

加させてもらって、購入物も含めて参加させてもらいました。本当にお疲れ様でございま

した。

ただ、ここの課題のポツ 1 のはこだて和牛、私も目当てとして時間帯が 10 時半ぐらいだ

ったんだけれども、その時はすでに誰もいなくてそんな状況であったんですけれども、た

だ内容が又聞きなんだけれども、やはり 1 人 5 パックっていうことで、それはそれでいい

んだけれども、やはり家族まで子どもさんまで全部同じ対応をして、最終的にはなかった、

ごめんねっていうようなことだったみたいだけれども、その辺のこれは例えば行政が全部

仕切るわけじゃないんだろうし、いろいろやり方そのものは各ブースの担当が当然いろい

ろ熟知してやるんだろうけれども、その辺がちょっと買うほうとすれば非常に気になった
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部分で、これが行政のほうからどうだこうだっていうことが言えるのかどうかわかりませ

んけれども、課題としてこうやって載せてきたっていうことなので、その辺はおそらくほ

かでも参加した住民のかたもそんなふうに思っていたんじゃないかなというふうに思いま

すので、その辺ちょっと次回はできるだけ考慮していただいて、1 人でも多くの皆さんに

食べていただけるというようなことについてのやり繰りをしていただければとそんな思い

でございます。要望としておきます。

平野委員長 ほか。

安齋委員。

安齋委員 同じく追加って言ったら変ですけれども、やはりどう見ても圧倒的に用意する

数量が足りないという気がしましたし、あと出店されているかたの中では、大変興味深い

品物を出していただいているブースもあったんですけれども、何分金額っていうか値段が

高いなっていう気がしまして、もしできるのであればその辺を補助して提供価格を下げて

もらうというようなことがあればもっと品物が売れるっていうこともあるんじゃないのか

なというふうに私は感じました。意見だけです。答えはいらないです。

平野委員長 ほか。

又地委員。

又地委員 大変、魅力フェアの盛況だったなという感じは受けています。ただ、雨の中で

随分買った人は大量に買っている。ところが駐車場の問題が随分苦情があった。雨なもの

だから、自分の車まで持って行くのに抱えて車まで行かないとだめだと。だから、たぶん

担当課のほうも駐車場の苦情、耳に入っていると思います。その辺は少しなんとかしない

とだめだろうというふうに思っています。

それと来場者が約 2,500 人、これ 2,500 人くらいなんだろうけれども、こういうイベン

トをやる時にはちゃんと人数を掌握するなにかを持たせないとだめだ。そして、例えば 2,

500 人だとすれば町内・町外、そこまでいかないとだめでないのかなと。はこだて和牛の

部分が随分行列ができていると。私は、そうしたらはこだて和牛を買った人方は、町内で

何人くらいいるんだろうと、町外でどのくらいなんだろうなと。1 時間弱で完売してしま

った、だから来年はどうしようと。先ほど同僚委員から 5 パック云々と。お母さんと子ど

もと 2 人なんだ。そうしたら 5 パックずつだから、10 パック買っていくと。それが 5 パッ

クがいいのか 3 パックがいいのかっていうのは私もわからない。ただ、そういう背景を町

外の人、町内の人、私はことしはこだて和牛を買った人方はたぶん来年も買うだろうと思

っているんですよ。そうするとパック数を下げるのか、あるいはことしは 1 頭だ。そうし

たら買えなかった人が何人くらいいたんだろうというところまで調査して、来年はそうし

たら 1 頭半にするのか 2 頭にするのかというそういう検討をしないとだめだろうと。私が

本当に残念だったのは、なにもこれを数えている人が誰もいないんだ。大体だ。ただ、東

出雅史さんが一生懸命行列の人数を数えながら、あるいは売れ行きを見ながらマスクをく

れながら、謝って歩いた場面もあった。だから、やるのであれば徹底した中で分析して、

来年度に向けていくということが必要かと思います。例えばみそぎ広場からスポーツセン

ターに移したということは、たまたま雨だったから成功だったと思います。だから、その

辺はどんな分析をするのかなと担当課のほうで、また来年もやるだろうし。

あと、せっかくこういう産業祭りをやって、例えば各店を出したところの売上がどのく
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らいあったのかなと私はおおよそでいいと思うんです。だから、これだけの経済効果があ

ったと思われるから、来年もまた以上に効果が出るような企画をしないとだめだというふ

うになろうと思うんだけれどもその辺あれですか、プライベートの部分もあると思うんだ

けれども、これもおおよそになるのかな、ちょっと集計できていたら教えてほしい。

平野委員長 大高主査。

大高主査 ただいまの質問に関しまして、集計につきましてはご指摘のとおり、正確なカ

ウントはできなかったということは、次年度はやっていきたいなというふうに思っており

ます。

あと、町内か町外かにつきましては、できる範囲でどのような対応ができるかというの

は、今後検討したいなというふうに思っております。

それから、売上の集計につきましては、12 月の反省会の際に各店舗に聞き取りをしたい

というふうに考えておりますので、来年に向けてデータにつきましては、活かしていきた

いなというふうに思っております。以上になります。

平野委員長 ほか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

平野委員長 私からなんですけれども、私も朝早い時間に行ったら駐車場問題だったり、

ちょうど天気が悪かったり、様々な諸課題はいま皆さんおっしゃったとおりあるなと。そ

れは、このあとの 12 月の出店者参集した中で、さらなる課題を洗い出して次年度に活かし

ていくんだろうなと思うんですけれども、今回の大産業魅力フェアという名称と場所も変

えたり、町主体となってやっていると思うんですけれども、これまでの一応産業祭りの経

緯は、町内の経済団体、農協、漁協、商工会が担当を持ち回りじゃないですけれども、実

行委員会を作ってやられていたと思うんです。ただ、それらの経済団体がなかなか主にな

るとできないっていう経緯があっていまに至るんですけれども、やはり主は町でいいと思

うんですけれども、企画する段階からやはり町内のいま言った経済団体を含んで、企画か

らスタートしたほうがより出店者の確保だったり、協力体制だったり作っていけると思う

ので、やはりそういう理想系を一度は役場にみんな投げ出したみたいな形できょうに至る

んですけれども、やはり役場が改めていま土台はできたじゃないですか。なので今後、そ

のような実行委員会までいかなくても地域の経済団体をいかに企画の段階から吸い上げて、

よけいよりやる気を皆さんに出していただくかということを私は望みたいんですけれども、

その辺の考え方についてあれば。

大高主査。

大高主査 平野委員長のお話のとおり、いまの実行委員会に関しましては、基本的に事務

局は平成 31 年度から役場のほうでやるということで、各団体の疲弊もありましてそのよう

な流れになっておりますけれども、実行委員会の際には数か月ほど前から一応漁協、商工

会、農協に集まっていただいて、売り方ですとか店舗の募集ですとかそういったところは

協議していたところだったんですけれども、いまのご質問に関しましては、各店舗からも

ご意見いただいたほうがより良いものができるんじゃないかということで、今回会議体で

はもてなかったんですけれども、やはり実行委員会では新規のイベントということもあり

まして、考え方だったりとかそういったところが足りないということもあり、事前に各店

舗にどういったものがいいだろうかと。実行委員会は組んで会議を重ねております。ただ、
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考え方の中で足りない部分もありましたので、例えば実行委員会の中で当初コロナの状況

もあり、イベントの開催については、ステージイベントは開催しないほうがいいんじゃな

いかというようなお話もあったんですけれども、その実行委員会だけで決めきれない 1 回

目のイベントということもありますので、そういった内容につきましては、各店舗の意見

を聞きながらどういったイベントであれば一番いいんだろうというようなお話を一応伺い

ながらやってきたところではございます。ただ、次年度につきましては、もっと出店され

るかたの意見が反映されるように反省会から事前に各店舗のお話をもっと聞きながら、次

年度はもっと良いイベントにしていきたいなというふうに思っております。

平野委員長 暫時、休憩をいたします。

休憩 午前 11 時 11 分

再開 午前 11 時 12 分

平野委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

新井田委員。

新井田委員 どっちかと言えば休憩のほうがいいのかな。

平野委員長 暫時、休憩をいたします。

休憩 午前 11 時 12 分

再開 午前 11 時 18 分

平野委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

ほかよろしいですか。

（「休憩」と呼ぶ声あり）

平野委員長 暫時、休憩をいたします。

休憩 午前 11 時 18 分

再開 午前 11 時 23 分

３．木古内地区農地整備事業について

平野委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

ほかないようですので、続いて 3番目、これは国の制度が変わったということですので、

全文読まなくてもいいので、簡潔に説明お願いします。

副町長。

羽沢副町長 それでは、資料の 3番目になります。

木古内地区農地整備事業について、ご説明いたします。

これは、補助申請をするにあたって、北海道から当初予算の持ち方がこれじゃまずいと

いう指摘を受けましたので、当初予算を変更後の考え方のもとに、補正予算を上程したい

ということを説明いたします。
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当初予算は表にありますとおり、上の四角三つ並んでいる真ん中です。この期成会のほ

うに全ての事業費を集めて、繰上返済するという組み方をしておりました。これを北海道

のほうはだめだということで、真ん中の表になりまして、赤で囲った左上になります。

町のほうに全てのお金を集めまして、そこで繰上返済するという手法になります。これ

は、一般財源も農家さんの負担ですとかそれは一切変わりません。あくまでも予算の持ち

方、手法の問題でございますので、それを踏まえまして（3）番に記載のとおりの事業費、

補正が必要となってくるという内容になっております。説明は以上です。よろしくお願い

いたします。

平野委員長 もうちょっと詳しくできますか。

副町長。

羽沢副町長 それでは、この事業につきましては、当初予算で可決していただいた事業で

す。先ほども申し上げたように北海道から指摘があり、変更しなければならなくなり、12

月の定例会で補正上程をさせていただく予定となっております。

当初予算、一番上のほうでございます。これは、同じ言い方になりますけれども、期成

会に農家さんの負担ですとか町の負担分、町は補助金を入れた中での負担となりますけれ

ども、それを期成会のほうにお金を集めて繰上返済をするというこれはＲ 4 の当初予算の

考え方でした。これは、北海道のほうで補助金を交付する上でＮＧだということで、真ん

中の表のようにまずは一旦町のほうに全てのお金を集めるような形で、町が全て繰上返済

するという内容に変更しなければならないということでございます。

繰り返しになりますが、一般財源については、変更に一切同額ですので変わりありませ

んし、農家の負担につきましても変更はありません。

3 番の変更後の事業費でございますけれども、歳出といたしまして既存の予算ゼロなん

ですけれども、農業競争力基盤、町でまずはこの補助金を受ける形になりますので、3,685

万円これを増額補正したいと。既存の予算であります期成会のほうへ町のほうで出すとし

ていた 3,270 万円から町の 2,050 万円を減額いたしまして、1,265 万円にしたいと。

歳入につきましては、同じく補助金のほうをこれは補正なしでそのまま 2,013 万 6,000

円、そのままお受けいたしまして、残りの補助残の分担金を 1,671 万 4,000 円、既存では

期成会に全て出すという形をとっておりましたので、期成会から受ける形でこの 1,671 万

4,000 円を増額補正と。事業費の総体も変わりませんし、あくまでもこのやり方です。お

金の流れが変わるということで、ご理解ください。以上でございます。

平野委員長 12 月で補正で上がる案件ですので、質疑があれば本会議の中でしていただき

たいなと思います。

以上をもちまして、本来であれば産業経済課の全ての中身についてという質問を受けた

いところだったんですけれども、本日、担当課長が欠席しておりますので、そのことを省

きまして産業経済課の調査を終えたいと思います。

お疲れ様でした。

暫時、休憩をいたします。

休憩 午前 11 時 28 分

再開 午前 11 時 28 分
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＜総務課＞

１．木古内町行政事務組織と職員定員管理計画変更（案）について

平野委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

最後に総務課の木古内町行政事務組織と職員定員管理計画変更（案）についてでござい

ます。説明は、羽沢副町長でお願いいたします。

羽沢副町長 それでは、資料に基づいてご説明いたします。

まず 1 ページから 4 ページ目につきましては変更案なんですが、5 ページ目以降に令和 2

年度にお示しいたしました変更案との新旧対照表を載せておりますので、こちらのほうで

変更点について説明をさせていただければと思います。

右のほうが新たなこのたびの変更案で、左は 2 年前に委員会のほうで説明をさせていた

だいたものとなっております。赤字の部分が変更点でございますが、まずは計画策定の目

的は、前回あくまでも理事者の方針を踏まえてというここを踏襲しまして、このたびも見

直しは人員配置及び課の再構築、これを事務改のほうへ諮問をし、答申を受け、変更案を

策定するという前回のものをコンパクトに表現したというような部分でございます。

この事務能率改善委員会へ諮問した内容につきましては、まずは新幹線振興室を廃止い

たしましたので、そのことによるこの事務の偏りですとか、また庁内の業務の人が足りて

いないのか、足りているのかという部分を見直していただくという部分と、それによって

課の再構築が必要であればということを諮問しております。

もう一つは大きく人事評価の活用ということで、これまでは人事評価、中間・期末とい

うことで取り組んではきておりましたが、給与等への反映という部分はしてきておりませ

ん。このことも今後、人事評価これを活用していきたいということで、投げかけをしてい

るところでございます。

また、あとは細かい点がいくつかありますが、通学補助はたくさんの課にわたるのでそ

れをどこにするかですとか、管理職手当の見直しという部分も投げかけをしたところでご

ざいます。

これを踏まえまして、6 月の上旬から委員会のほうを開催いたしまして、また担当者会

議になるものも都度開き、さらにここに記載のないものも担当レベル等々で協議をした中

で進めてまいりました。

今後、管理職会議で改めてこれを意見交換した中で、理事者のほうで最終決定をしたい

というふうに考えてございます。

1ページをお開きいただきまして、6ページ目でございます。

これは、グループ制の検証なんですけれども、ここは特に変更はございません。7 ペー

ジにまとめに書いているとおり、グループ制については維持した上で、組織の活性化と効

率的な運営を目指すこととするとしております。ただ、このたびの事務能率改善委員会か

ら 7ページの上の赤字で書いた部分、このような意見が 3点ほどいただいております。

まずは、社会人枠の採用ということで、年齢構成のバランスを図るために中堅層の採用

を検討していただきたいというのと、公共施設これらが老朽化で今後、業務が増えるとい

うことで、そこを適切な人員配置をお願いしたいと。さらには現在、主査が一番若い主査

で 27 歳ですか、先ほどいた大高がそうなんですけれども、なかなかほかの町は課長と主査

の間に課長補佐なり主幹なりという職があるんですけれども、現状うちも少ない人員でや
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っている中で、事務改もそこを組んでいただいたんですけれども、人員不足が解消された

時には業務バランスを考えての配慮・配置という意見、この 3 点をいただいているところ

でございます。

次に、検証といたしまして（2）事務組織機構についてでございます。

課の配置について、これにつきましては事務改の答申を受けまして、産業経済課内に仮

称ではございますが、商工観光推進室を次年度令和 5年度設置する考えをもっております。

課名とグループこれにつきましては、現行どおりいきたいというふうに考えております。

次に最後、8ページをご覧ください。

これらを踏まえまして 5 番で定員管理計画、令和 9 年度の目標人数になりますが、これ

を 78 名と。6 にありますとおり、令和 4 年度当初の 76 名から 78 名という考えを持つとこ

ろでございます。

増える課といたしましては、産業課に先ほど申し上げました仮称でありますが、商工観

光推進室を設置することによる 1 名の増、また生涯学習課は前回給食センターは臨時職員

での対応を考えていたところでございますが、ここはやはり正職員をしっかり配置した中

での運営が望ましいということで、ここも 1 名増ということで 2 名の前回の計画から増え

るという考えを持ったところでございます。

これらを踏まえまして 7 番にありますとおり、不足する職員数は現状からいきますと 5

名足りない状況となっております。5 名のうちの 1 名は、現在も建設水道課のほうで随時

募集している技術職員になりますので、実質 4名ということになります。

商工観光推進室に伴うかたが 1 名、それと総務課と産業経済課の主査が欠員となってお

りますので、そこに 1 名・1 名で 2 名、そして令和 5 年度・6 年度の 2 年間、きのうの渡島

西部広域事務組合の参与幹事会があり、確認された事項なんですが、来年度以降の 2 年間

衛生センター長の派遣を木古内町からということでございますので、あわせてこの 5 名を

不足しているという状況になっております。

この 5 名を次年度採用するのかということでございますが、8 番にありますとおり 4 月

の採用予定は 3 名というふうに考えております。2 名足りないんですけれども、1 名は先ほ

ど申し上げました技術職員を現状もずっと確保できるまで募集しておきますので、そこは

空けておきます。新年度で事務職員は採用いたしません。

さらに 8 番の「また」に書いているんですけれども、もう 1 名は北海道のほうから交流

ではなくて、地域振興派遣で一方的に道職員が来ていただくという形で、令和 5 年度・6

年度 2年間、1名北海道のほうから人員が配属される予定となっております。

なお、これも知事選がありますので、時期は 4 月ではなく 6 月になる公算が高いのかな

というふうに考えてございます。この 2 名を除きまして 3 名、新年度採用する予定となっ

ております。

現状、先日面接を行いまして、1 名だけ承諾をいただいたということで確保できており

ますが、現状 2 名確保できていない状況でございます。町村職員の一次試験合格者宛てへ

まだ就職、内定されていないかたに対して、改めて木古内町を希望していたわけではない

んですが、渡島管内等を希望していたかたに対してご案内を申し上げまして、来週になり

ますが 28 日に改めて面接をする予定となっております。

9 ページ目には、これはうちのいまの職員の年齢構成をグラフに表したものでございま
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して、やはり 36 から 41 歳のところが女性職員 1 名しかいないと。財政健全化に取り組ん

で新規採用を見送っていたという歪みがここにありまして、先ほど申し上げましたように

27 歳のラインが主査の最低年齢、また管理職についても 44 歳この辺が管理職の一番若い

年齢という現状が載っております。

また、1 枚めくった資料 1 には、このたび事務能率改善委員会をしっかりと議論してい

ただいた中堅の経験のある主査さん達を中心に 12 名で行っていただきました。

また、資料 2 といたしまして令和 9 年度の目標人員配置数、赤の現状というのがいま現

在の人数になりまして、9 年度の目標ということで記載をしてございまして、一番最後の

ところの臨職等を除いた一番最後の上の表になります。現状の 74 名、これから令和 9 年度

について 78 名を計画目標として進めていこうというふうに考えております。

資料に基づく説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。

平野委員長 説明をいただきました。

質疑を一応承ります。

又地委員。

又地委員 ちょっと聞き漏らしたんだけれども、道職員の 5 年から 6 年度の 2 年間派遣さ

れるよとこれはどこに付けるんですか。道職員はどこに付けるのかな。

平野委員長 副町長。

羽沢副町長 北海道のほうに要望を上げた段階では、産業経済課内に配置を考えて要望を

しております。まだ正式な決定はきておりませんが、1 名配属、配置、派遣していただけ

るものと思っております。

平野委員長 又地委員。

又地委員 これは、道職員の給料は町持ち、それとも向こうで持ってくれるんですか。

平野委員長 副町長。

羽沢副町長 この地域振興派遣につきましては、全て北海道が人件費を負担いたします。

平野委員長 ほか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

平野委員長 あと配置計画について等々いろいろ考えがあるかたは、一般質問のほうで行

っていただければなと思います。

以上をもちまして、因みに総務課の総体的な質疑については、12 月の 5 日の常任委員会

でも総務課の調査が入る予定ですので、その際に承りたいと思います。

本日は以上をもちまして、総務課の調査を終えたいと思います。

お疲れ様でした。

暫時、休憩をいたします。

休憩 午前 11 時 40 分

再開 午前 11 時 40 分

平野委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

本日、その他としてこちら特段持ち合わせておりませんが、皆さんのほうからなにかご

ざいますか。
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（「なし」と呼ぶ声あり）

平野委員長 なければ終えたいと思いますので、以上をもちまして、第 4 回総務・経済常

任委員会を閉じます。

お疲れ様でした。

説明員：羽沢副町長、吉田（宏）保健福祉課長、菅原主査、西村主査、後藤主査

大高主査、幅崎総務課長

傍 聴：なし

報 道：（道新）大庭支局員

総務・経済常任委員会

委員長 平 野 武 志


